
（2021年10月改訂）

フォームW-8BEN-E
使用説明書

第1446(f)条に基づくガイダンス。米国税制改革法(TCJA)では、

第1446(f)条が追加され、パートナーシップ持分の譲渡益が第86
4(c)(8)条で実質的な関連譲渡益とみなされる場合、源泉徴収の
例外が適用されない限り、米国非居住者の譲渡者から当該パー
トナーシップの持分を購入する譲受人に譲渡対価の10％相当の
源泉徴収義務を課すこととしました。2020 年 11 月 30 日、T.D.
9926 (84 FR
76910)において、上場パートナーシップ（PTP）の持分譲渡を含
む、第1446(f)条に基づく源泉徴収および報告に関する最終規則
（第1446(f)条規則）が公表されました。PTP持分譲渡に対する源
泉徴収および第1446(a)条に基づくPTPの分配に対する源泉徴
収に関する第1446(f)条規則に含まれる改訂は、2023年1月1日
以降に発生する譲渡および分配に適用されます。詳細について
は、Notice 2021-51 , 2021-36 I.R.B.
361を参照してください。PTPではないパートナーシップの持分の
譲渡に関する源泉徴収および報告に関する第1446(f)条規則の
規定は、一般的に2021年1月29日以降に発生する譲渡に適用さ
れます。これらの説明書は、パートナーシップの持分の譲渡人で
あり、譲渡益に対する源泉徴収の対象となる特定の事業者がこ
のフォームを使用することを組み込むために更新されました。第
1446
(f)条の源泉徴収については、各規定の発効日を含め、Pub.
515 を参照してください。

米国税金の源泉徴収および報告に関する最終受益
者のステータス証明書（事業体用）

言及されている条文は内国歳入法の条文です。

今後の進展

一般的な説明
この説明書で使用される用語の定義については、後述の定義 を参
照してください。

フォームの用途
このフォームは、外国事業体が第3章と第4章、およびほかの特定
の内国歳入法規定（本説明書で後述）に則って、自己のステータス
を記録するために使用されます。
外国人が受領する以下の内容の米国源泉所得に対しては、米国
の税金が30%の税率で課されます。
• 利子（特定の割引発行債権の割引部分（OID）を含みます）

フォームW-8BEN-
Eに関わる進展については、公表済みの法律の施行などの最新
情報と説明をこちらでご確認ください：IRS.gov/FormW8BENE
。

最新情報

ライン4。ライン4「事業体の種類」が更新されました。外国政府の

一般的な分類が削除され、(i)外国政府の中核部分、または
(ii)外国政府によって支配されている事業体の2つの分類に置き
換えられました。暫定規則第1.892-
2T条を参照してください。後述のライン 4 の説明を参照してくださ
い。
ニューライン9c。ライン9bに外国納税者番号（FTIN）を記入する

必要がある口座保有者に対し、居住地の法域からFTINを取得
することが法的に義務付けられていない場合、

ライン9c「FTINが法的に義務付けられていない」が新たに追加され
ました。ライン 9c の説明を参照してください。

第6050Y条に関する報告。外国に居住する生命保険契約の販売

者または外国人居住者であり、第6050Y条に基づく報告において
報告義務のある死亡給付金の受取人である事業体（パートナーシ
ップ、単純信託、自益信託を除きます）がこのフォームを使用する
際の参照として更新されました。

ライン14
租税条約の恩恵の申請。米国と租税条約を締結している外国に
居住しており、特典制限（LOB）条項が盛り込まれていない事業体
で求められる表明を含めるために更新されました。

ライン15
優遇税率および条件。パートナーシップの持分の譲渡により第86
4(c)(8)条の課税対象となる利得を得た第1446(f)条の源泉徴収を
課される外国パートナーを含む、恒久的施設に帰属しない事業利
益または利得について租税条約の恩恵を申請する事業体で求め
られる表明を含めるために更新されました。

電子署名。第3章に基づく公表された最終規則（T.D. 
9890）において、源泉徴収証明書への電子署名の使用に関する
追加ガイダンスを含めるために更新されました。後述のパート XX
X の証明 および規則第1.1441-
1(e)(4)(i)(B)条を参照してください。

留意事項
注：FATCAのパートナー法域（IGAモデル1が互恵的に適用される
法域）の居住者については、居住地の所轄当局に特定の税務口
座情報が提供される場合があります。
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• 配当

• 地代・家賃

• ロイヤリティ

• プレミアム

• 年金

• 履行済みまたは履行見込みの役務の対価

• 証券貸付取引の代替支払 または

• その他の固定もしくは確定可能な年間／定期的な利得もしくは所得

• ブローカー収入

• 銀行預金利子

• 外国源泉の利子、配当、地代・家賃、ロイヤリティ収入

フォームW-8BEN-Eの提出義務者

から受領する利息の支払には適用されません。第881（c）（3）条および
第881（c）（5）条を参照してください。このフォームの対象となる利息の
支払の受領者は、将来におけるこのフォームの改訂版で、前述の例外
的関係のいずれかに該当することの特定を要求される場合があります
。

また、特定種類の所得に対するフォーム1099の国内の法定調書提出
義務および（第3406条で定める予備源泉徴収税率での）予備源泉徴収
の免除を申請する目的でも、フォームW-8BEN-
Eを提出が必要となることがあります。かかる所得の例：

所得の支払を受領するか口座に入金処理が行われる前に、フォームW-
8BEN-
Eを源泉徴収義務者または支払者に提出してください。要求時にフォー
ムW-8BEN-
Eを提出しない場合、税率30%、または予備源泉徴収の対象となる支
払を受領する特定のケースでは予備税率での源泉徴収が行われる場
合があります。
第3章の要件に加えて、第4章では、源泉徴収可能な支払を受け取る
受領者である事業体の第4章ステータスを識別することが源泉徴収義
務者に求められています。源泉徴収義務者は、受領者の第4章に基づ
くステータスを証明するためにこのフォームW-8BEN-
Eを要求して、かかる支払に対する30%の税率での源泉徴収を避ける
ことができます。

第4章では、参加FFIおよび特定の登録型みなし遵守FFIに、事業体で
ある口座保有者を文書で記録し、それぞれの第4章に基づくステータス
を判断できるようにすることも義務付けています。これは、当該事業体
の受領する支払が源泉徴収の対象であるか否かとは関係ありません。
FFIに口座を保有する事業体は、第4章ステータスの文書記録として、F
FIから当フォームW-8BEN-Eの提出を求められる場合があります。

• 
また、第6050Y(b)条の目的のために報告義務のある死亡給付金の支
払を受ける事業体（報告義務のある死亡給付金の支払、第3章源泉徴
収の対象となる実質的に関連する所得の支払を受ける外国パートナー
シップ または「自益信託」もしくは「単純信託」を除

この税金は支払総額を課税ベースとし、通常、第1441条または1442条に
基づき源泉徴収されます。最終受益者に対して直接支払われた場合、ま
たは仲介者、代理人、パートナーシップなどの最終受益者を代理する他者
に支払われた場合、支払が行われたものとみなされます。

第1446(a)条では、米国で取引または事業に従事するパートナーシップが
、外国人パートナーに配分される実質関連所得の課税持分の分配額につ
いても源泉徴収を義務付けています。加えて第1446(f)条では、一般的に
パートナーシップ持分の譲受人（PTP持分の譲渡の場合はブローカー）に
対して、譲渡益の一部が第864(c)(8)条の下で実質的に関連する利得とし
て扱われる場合、その実現金額に対して源泉徴収を課すことを要求してい
ます。通常、パートナーシップのパートナーである外国人は、当該パートナ
ーシップが第1441条または1442条に則りフォームW-8BEN-
Eを提出すれば、第1446(a)条または(f)条に基づく文書要件も満たします。
ただし、第1441条および1442条の文書要件が第1446(a)条または(f)条の
文書要件に合致しない場合もあります。規則第1.1446-1～1.1446-
6条(第1446(a)条に基づく文書要件)および規則第1.1446(f)-
2および1.1446(f)-
4条(第1446(f)条に基づく文書要件)を参照してください。

源泉徴収義務者または所得の支払者は、適切に記載されたフォームW-
8BEN-
Eに基づき、当該フォームに関わる支払を、支払額の最終受益者となる外
国人に対する支払として取り扱うことができます。該当する場合、源泉徴
収義務者は、フォームW-8BEN-
Eに基づき、源泉徴収税率の減免措置を適用することができます。特定の
種類の所得を受領する場合
は、フォームW-8BEN-Eを以下の目的で提出する必要があります。

フォームW-8BEN-
Eは、第881（c）条に基づくポートフォリオ利息に対する源泉徴収の免除を
申請するためにも使用できます。当該免除は、利息の受領者が支払者の
10%の株主である場合の利息の支払、または被支配外国企業が関連者

• フォームW-8BEN-
Eの提出理由となる所得の最終受益者であるか、第1446条の対象となる
パートナーシップのパートナーである旨を主張するため

• 
米国との租税条約を締結する国の居住者が、源泉徴収税率の減免を申請
するため（該当する場合）

フォームW-8BEN-
Eを使用し、米国内の取引または事業の遂行に実質的に関連しない想定
元本契約からの所得を特定して、かかる所得に関するフォーム1042-
Sでの報告の適用除外を申請することもできます。詳細は規則第1.1461-
1（c）（2）（ii）（F）条を参照してください。

• 短期割引債の割引額（OID）（期限183日以内）

補足情報 
補足情報および源泉徴収義務者用説明については、フォームW-
8BEN、W-8BEN-E、W-8ECI、W-8EXP、およびW-
8IMYの申請者用説明書を参照してください。

外国事業体が源泉徴収義務者から源泉徴収可能な支払を受領するか
第3章に基づく源泉徴収可能な支払を受領する場合、または事業体が
このフォームを要求するFFIに口座を保持する場合には、当該外国事
業体または事業体は、フォームW-8BEN-
Eを源泉徴収義務者または支払者に提出する必要があります。

• 第6050Y(b)条の発行者（規則第1.6050Y-
1(a)(8)(iii)条で定義）にフォームW-8EN-
Eを提出し、外国事業体（パートナーシップ、単純信託、自益信託を除き
ます）で、第6050Y(b)条の生命保険契約（実質的に関連する所得の支
払は除きます）を販売する場合、外国事業体としての地位を証明しなけ
ればなりません。規則第1.6050Y-3条を参照してください。
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きます）である場合、外国籍を証明するためにフォームW-8BEN-
Eを支払者に提供しなければなりません（規定第1.6050Y-
1(a)(11)条で定義）。規則第1.6050Y-4条を参照してください。

フォームW-8BEN-
Eを使用しない場合。以下に該当する場合はフォームW-8BEN-
Eを使用しないでください。
• 米国人である場合（米国市民、外国人居住者、州法に基づき組織化
された法人など米国人として扱われる事業体を含みます）。代わりに、
フォームW-9「納税者番号および認証の申請書」を使用します。

• 第953（d）条に基づき米国人として扱われることを選択した外国の保
険会社である場合。代わりに、フォームW-
9を源泉徴収義務者に提出して、第4章の解釈上はFFIとみなされる場
合であっても、米国人ステータスを有することを証明します。

• 個人の非居住者外国人である場合。代わりに、フォームW-
8BEN、米国税金の源泉徴収と報告に関わる最終受益者の外国人ステ
ータス証明書（個人用）、またはフォーム8233「非居住者である外国人
個人の独立的（および特定の従属的）人的サービス報酬に対する源泉
徴収の免除」を適宜使用します。

いる場合。代わりに免除の対象である旨を証明するために、フォームW-
8EXP「米国源泉徴収税および報告に関する外国政府またはその他の外国組
織の証明」を提出して、第4章に基づくステータスを特定します。ただし、租税条
約の恩恵を申請する場合はフォームW-8BEN-
Eを提出する必要があります。予備源泉徴収または第4章ステータスの開示が
免除される外国人であることを主張している場合のみ、このフォームを提出で
きます。例えば、第501（c）条に基づく外国免除事業体が、非関連事業所得とし
て課税の対象となるため免税にならないものの、租税条約のロイヤリティ条項
に基づき源泉徴収税率の軽減が受けられるロイヤリティ収入を受領する場合
には、フォームW-8BEN-
Eを提出します。実質関連所得（例えば、内国歳入法の該当条文に基づき免税
とならない商業活動からの所得等）を受領する場合は、フォームW-
8ECIを使用してください。

• 租税条約の恩恵を申請する目的で持分保有者本人から提出された文書を送
信するリバースハイブリッド事業体に該当する場合。代わりにフォームW-
8IMYを提出してください。外国のリバースハイブリッド事業体も自己のために
租税条約の恩恵を申請する意図でこのフォームを使用することはできません。
後述の外国のリバースハイブリッド事業体を参照してください。

• 第1441条～1443条、および付随規則の意味における源泉徴収を行う外国
のパートナーシップまたは外国の信託に該当する場合。代わりにフォームW-
8IMYを提出してください。

• 第1446条(a)に則り文書を提出する外国のパートナーシップまたは外国の自
益信託に該当する場合。代わりにフォームW-
8IMYおよび付随文書を提出します。

• 第1446(f)条の適用を受けるパートナーシップ持分の譲渡人である外国のパ
ートナーシップまたは外国の自益信託に該当する場合。代わりにフォームW-
8IMYを提出します。

フォームW-8BEN-Eを源泉徴収義務者に提出する フォームW-
8BENはIRSに送付せず、代わりにこのフォームの要求者に提出してください。
一般的に、支払を行うか入金処理をする者、または所得を分配するパートナー
シップが要求者となります。FFIから自分の口座のステータスを開示するために
このフォームを要求されることもあります。

• 該当するモデル1のIGAの下でFFIとされる米国の金融機関の外国支店（適
格仲介支店を除きます）に該当する場合。源泉徴収義務者へフォームW-
9を提出し、自身の米国人ステータスを証明することができます。

• 仲介者（すなわち、自己の勘定でなく、代理人、名義人、管理人として
他者の勘定で行動する者）、適格仲介者（適格デリバティブディーラーと
して行動する適格仲介者を含む）、または適格証券貸付人（QSL）とし
て行動する場合。代わりにフォームW-8IMYを提出してください。

• 米国内の取引または事業の遂行に実質的に関わる所得を受領する
場合（パートナーシップを通じて分配されるものを除きます）。代わりに、
フォームW-
8ECI「米国内の取引または事業と実質的に関連する所得である旨を申
請する外国人の証明書」を提出してください。過去に提出したフォーム
W-8BEN-
Eの対象である所得が実質関連所得となった場合には、状況が変わっ
たことになり、フォームW-8BEN-Eは有効ではなくなります。

• 外国政府、国際機関、外国の中央銀行、外国の免税団体、外国の民
間基金または第115（2）、501（c）、892、895、もしくは1443（b）条の適
用可能性を申請する米国の所有下にある政府のために届出を行って

W-8BEN-Eを源泉徴収義務者に提供する時期 

支払の受領、口座への入金処理、または所得の分配前に、フォームW-8BEN-
Eを要求者に提出してください。このフォームを提出しない場合、源泉徴収義務
者は、30%の税率（第3章または第4章のいずれかに基づく）、予備源泉徴収税
率、または第1446条により適用される税率での源泉徴収を余儀なくされる可能
性があります。単一の源泉徴収義務者から異なる恩恵の対象となる複数の所
得を受領する場合、源泉徴収義務者はその判断で、所得の種類ごとに、フォー
ムW-8BEN-
Eを提出するよう要求する可能性があります。通常、源泉徴収義務者ごとに別
個のフォームW-8BEN-Eを提出する必要があります。

• 米国税務上のみなし事業体、支店、フロースルー事業体である場合。
ただし、このフォームを使用する目的が次のいずれかである場合はこの
フォームを使用することができます。みなし事業体かフロースルー事業
体が（FFIに口座を保有することから）第4章のステータスを記録するた
め、またはみなし事業体かパートナーシップが、租税条約上の居住者と
して課税義務を負うハイブリッド事業体であるため。後述する特別な指
示 の項目「租税条約の恩恵を申請するハイブリッド事業体」 を参照して
ください。フロースルー事業体は、第6050W条で特定する参加受領者
である旨を記録するために、このフォームを使用することもできます。所
有者（外国人であること）が1人であるみなし事業体かFFIの支店は、適
宜、フォームW-8BENまたはフォームW-8BEN-
Eを提出してください。単独所有者が米国人である場合は、フォームW-
9を提出してください。パートナーシップである場合は、フォームW-
8IMY、外国仲介者、外国フロースルー事業体、または米国税金の源泉
徴収と報告に関わる特定米国支店の 
証明書を提出する必要があります。
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注意!

定義

1.752-1～1.752-
7条を含む）に従って決定されたとおりです。規則第1.1446(f)-2(c)(2) 
条を参照してください。PTP持分の譲渡による実現金額とは、持分の譲
渡人であるパートナーまたはブローカー（該当する場合）に支払われた、
または請求された総受取額（規則第1.6045-
1(d)(5)条で定義）です。PTP分配の実現金額は、分配額からパートナー
シップの累積純利益に帰属する部分（規則第1.1446(f)-
4(c)(2)(iii)条に従って決定）を差し引いた金額となります。

第3章に基づく源泉徴収の対象額 
一般的に、第3章に基づく源泉徴収の対象額は、米国源泉所得のうち、
固定または確定可能な年間または定期的（FDAP）な所得の金額です(
別段の記載がない限り、PTP分配における金額を含みます）。FDAP所
得は、総所得に含まれるすべての所得で、利子（OIDを含みます）、配当
、地代・家賃、ロイヤリティ、および報酬などがこれに当たります。第3章
の源泉徴収の対象額には、FDAPに該当しない、財産の売却益の大部
分（マーケットディスカウントとオプションプレミアムを含みます）や規則第
1.1441-
2条に記載するその他の特定所得項目（銀行預金利子や短期OIDなど）
などは含まれません。第1446(a)条に関する源泉徴収の対象額は、パー
トナーシップの実質関連課税所得にかかる外国人パートナーの持分です
。第1446(f)条の適用上、源泉徴収が課される金額は、パートナーシップ
持分の譲渡による実現金額となります。

最終受益者 
租税条約に基づき源泉徴収税率の減免が申請される支払を除き、所得
の最終受益者とは、通常、米国の課税原則に基づき、当該支払を税務
申告上の総所得に含めることを要求される人物を指します。ただし、当該
人物が名義人、代理人、管理者として所得を受領する場合、または取引
への関与に実質を伴わない媒介人である場合には、所得の最終受益者
とはなりません。支払額が所得に該当しない場合、最終受益者は支払を
所得とみなして判断されます。外国のパートナーシップ、外国の単純信託
および外国の自益信託（grantor 
trust）は、パートナーシップまたは信託に支払われた所得の最終受益者
とはなりません。外国のパートナーシップに支払われる所得については、
パートナー自体がパートナーシップ、外国の単純または自益信託、名義
人その他の代理人に該当する場合を除き、通常、パートナーシップのパ
ートナーが最終受益者となります。外国の単純信託（すなわち第651（a）
条に記載する外国の信託）に支払われる所得については、当該信託の
受益者が外国のパートナーシップ、外国の単純または受益信託、名義人
その他の代理人でない場合には、通常、当該受益者が最終受益者とな
ります。外国の自益信託（すなわち信託所得の全部または一部が第671
～679条に基づき当該信託の委託者または他の人物に所有されるもの
と扱われる外国の信託）に支払われる所得については、当該信託の所
有者として扱われる人物が最終受益者となります。外国の複合信託（す
なわち、外国の単純信託または外国の自益信託に該当しない外国の信
託）に支払われる所得については、信託自体が最終受益者となります。

注： 1人以上の他者と所得を共有する場合、共有者全員がフォームW-
8BENまたはフォームW-8BEN-
E（またはほかの適用文書）を提出することを条件に、源泉徴収義務者は、当
該所得を支払の最終受益者である外国人が所有するものとして取り扱います
。口座保有者のいずれかが特定の米国人または米国人の所有する外国の事
業体に該当する場合、このフォームを要求するFFIはかかる口座を第4章に基
づく米国の口座として取り扱います（ただし、当該口座が第4章の解釈上米国
の口座ステータスから排除される場合を除きます）。

状況の変化 状況の変化により、提出したフォームW-8BEN-
Eの情報が第3章または第4章のいずれかの解釈上不正確になった場合、源
泉徴収義務者または口座のある金融機関に状況が変化した日から30日以内
に、規則第1.1471-
3（c）（6）（ii）（E）（2）条で定める書類を提供して、通知する必要があります。第
3章の目的上の状況の変化の定義については規則第1.1441-
1（e）（4）（ii）（D）条を、第4章の目的上の状況の変化の定義については第1.1
471-3（c）（6）（ii）（E）条を参照してください。

該当する IGA に基づき、第 4 章ステータスを申請する FFI に関して、状況の
変化の例としては、 FFI の組織化法域または在住法域（またはフォームパー
ト II に記載する法域）が有効な政府間協定を有するものとして取り扱われる
法域リストの対象から除外される場合、法域の FATCA ステータスが変更す
る場合（モデル 2 からモデル 1 等）が挙げられます。協定リストの管理先： ww
w.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-
Archive.aspx 。

フォームW-8BEN-Eの有効期間 フォームW-8BEN-
Eは、第3章および第4章の目的に関して、基本的に、フォームの署名日付を
開始日とし、後続する3年目の12月31日を終了日とする期間、有効です。ただ
し、状況の変化によりフォームに記載したいずれかの情報が不正確となる場
合を除きます。例えば、2014年9月30日に署名されたフォームW-
8BENは、2017年12月31日まで有効です。
ただし、特定の状況下では、フォームW-8BEN-
Eは状況の変化がない限り無期限で有効となります。第3章と第4章の目的上
の有効期間については、規則第1.1441-1（e）（4）（ii）条および第1.1471-
3（c）（6）（ii）条をそれぞれ参照してください。

口座保有者 
口座保有者とは、一般的に、金融口座の保有者または所有者として掲げられ
るか特定される人物を言います。例えば、パートナーシップが金融口座の保
有者または所有者として提示される場合、当該パートナーシップのパートナー
でなく、当該パートナーシップが口座保有者となります。ただし、みなし事業体
（第4章の解釈上FFIとして扱われるみなし事業体を除く）が保持する口座は、
当該事業体の単独所有者が保持するものとして扱われます。

実現金額 
第1446(f)条において、PTPを除くパートナーシップ持分の譲渡による実現金
額は、第1001条（規則 第1.1001-1～1.1001-
5条を含む）および第752条（規則第
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金融口座 金融口座には、以下が含まれます。
• FFIが保持する預金口座。

• FFIが保持する保管口座。

• 特定の積立型保険契約。
• 年金契約。

ある領域で組織化された投資事業体のうち預金機関、保管機関または
特定の保険会社に該当しないものは、金融機関として扱われず、領域所
属NFFEに該当します。かかる事業体は、自己が規則第1.1472-
1（c）（1）条で定める免除対象に該当しない場合（適用除外領域に属す
るNFFEを含みます）に、規則1.1473-
1（b）（1）条のこの定義を使って（10%の基準値を適用）、自己の実質的
米国人所有者を開示する必要があります。

外国のエステートに支払われる所得については、当該エステート自体が
最終受益者となります。

一般的に、第1446(a)条または(f)条に関しては、外国の単純信託が当該
信託の受益者の代理でなく、自己の代理としてフォームW-8BEN-
Eの提出を求められる点を除き、同じ最終受益者ルールが適用されます
。

みなし事業体 単独事業主を有し、かつ規則第301.7701-
2（b）条に基づき法人に該当しない事業体は、その事業主とは別個の事
業体とみなされません。通常、みなし事業体はこのフォームW-8BEN-
Eを源泉徴収義務者に提出せず、当該事業体の所有者が適当な文書（
例えば所有者が外国の事業体である場合にはフォームW-8BEN-
E）を提出します。ただし、源泉徴収可能な支払を受領するみなし事業体
が、単独所有者の組織化された国以外のFFIである場合、または固有の
GIINを持つ場合は、当該外国の所有者はフォームW-8BEN-
EのパートIIを記載して、支払を受領するみなし事業体としての第4章ステ
ータスを記録する必要があります。

米国税務上、みなし事業体とされる特定の事業体は、適用可能な租税
条約に基づき条約の恩恵を申請するうえで条約上の居住者として扱わ
れるか、または、該当するIGAに基づくFFIと認識されることがあります。
租税条約の恩恵を自己のために申請するハイブリッド事業体は、フォー
ムW-8BEN-
Eを記載する必要があります。後述する特別な指示 の項目「租税条約の
恩恵を申請するハイブリッド事業体」 を参照してください。

所有者が米国人のみなし事業体、または所有者が外国人であり、そうで
なければパートIIの記入資格のないみなし事業体（当該事業体が単独所
有者と同じ国に属し、かつGIINを有していない）は、第4章の目的で自己
について記録するためだけにこのフォームをFFIに提出することができま
す。この場合、みなし事業体は、最終受益者に準じてパートIを記入し、ラ
イン3への記入は不要です。

• 投資事業体および特定の持ち株会社、トレジャリーセンター、または規
則第1.1471-
5（e）条で定義する金融機関での資本持分または債権持分（証券市場で
定期的に取引される持分を除きます）。

第4章に関して、特定の税金優遇貯蓄口座、有期生命保険契約、エステ
ートの保有口座、エスクロー口座、年金契約など、口座に対して例外が
適用されます。これら例外には一定の条件が課されます。詳細は規則第
1.1471-
5（b）（2）条を参照してください。適用可能なIGA（政府間モデル協定）に
よっても、金融口座の定義から一部の口座が除かれる場合があります。

金融機関 
金融機関とは、一般的に預金機関、カストディ機関、投資事業体、また
は積立型保険契約もしくは年金契約を販売する保険会社（もしくは保険
会社の持ち株会社）に該当する事業体を指します。詳しくは規則第1.147
1-5（e）条を参照してください。

財務上透明な事業体 
現状において、事業体の持分所有者が事業体に支払われる所得項目
の自己の持分（分配の有無に関わりません）を別途考慮している限りに
おいて、事業体は租税条約の恩恵を申請する所得項目に関して財務上
透明であるものと扱われ、所得項目の性質を事業体により実現される源
泉から直接実現したものとして判断する必要があります。例えば、パート
ナーシップ、共同信託基金、単純信託または自益信託は、受領した所得
項目に関して財務上透明であると通常みなされます。

外国金融機関（FFI） 
外国金融機関（FFI）とは、金融機関である外国事業体を指します。

米国のパートナーシップ、米国の信託または米国のエステートに対する
支払は、米国の受領者に対する支払として扱われます。米国のパートナ
ーシップ、信託、またはエステートは、自分自身に関連するフォームW-
9を源泉徴収義務者に提出する必要があります。第1446(a)条に関して、
米国の自益信託またはみなし事業体は、源泉徴収義務者にフォームW-
9を提出してはなりません。その代わりに、事業体は、適宜、各委託者ま
たは所有者に関連するフォームW-8またはフォームW-
9を提出する必要があります。また、信託の場合は、各人が所有する信
託の一部を特定する書類を提出しなければなりません。第1446(f)条で
は、米国自益信託が委託者または所有者を代表して、その地位および
委託者または所有者に配分される実現金額を証明するフォームW-
8またはフォームW-9を提供しなければなりません。

第3章 
第3章とは、内国歳入法の第3章（外国人非居住者および外国法人に対
する税金の源泉徴収）を指します。第3章は、第1445条および1446条を
除く、第1441～1464条で構成されています。
第4章 
第4章とは、内国歳入法第4章（特定の外国口座に関して報告義務が必
須である税金）を指します。第4章は、第1471条～1474条で構成されて
います。

第4章ステータス 
第4章ステータスという用語はある者のステータスのことであり、具体的
には、米国人、特定米国人、外国人である個人、参加FFI、みなし遵守F
FI、制限分配者、免除最終受益者、非参加FFI、領域内金融機関、免除
対象NFFE、または受動的NFFEのいずれかを指します。

みなし遵守FFI 
第1471（b）（2）条では、特定のFFIは、IRSとの協定の締結を必要とせず
に、第4章の規則を遵守しているものとみなされます。ただし、特定のみ
なし遵守FFIは、IRSに登録して、GIIN（グローバル仲介者識別番号）を

取得する必要があります。これらFFIは、登録型みなし遵守FFIと呼ばれ
ます。詳細は規則第1.1471-5（f）（1）条を参照してください。
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• 規則第1.1471-6条に記載されている免除最終受益者

参加FFI 
参加FFIとは、モデル1の報告主体であるFFIまたは米国支店以外のFFI
のすべての支店に関するFFI契約の条件を遵守することに合意したF
FIです。参加FFIという用語には、支店がモデル1の報告主体となるF
FIに該当する場合を除き、モデル2の報告主体となるFFIおよび米金
融機関のQI支店も含まれます。

フロースルー事業体

フロースルー事業体とは、外国のパートナーシップ（源泉徴収

をする外国のパートナーシップを除きます）、外国の単純もし

くは自益信託（源泉徴収をする外国の信託を除きます）、また

は租税条約に基づき源泉徴収の軽減もしくは免除を申請する支

払に関して、持分所有者の法域で当該支払について財務上透明

とみなされる事業体を指します。

外国人 
外国人には、外国法人、外国のパートナーシップ、外国の信託

、外国のエステートのほか、これ以外の米国人に該当しない者

が含まれます。また、外国の支店が適格仲介支店に該当する場

合は、米国の金融機関の支店やオフィス、または米国の清算機

関も含まれます。外国人の米国支店への支払は通常、外国人へ

の支払となります。

GIIN 
GIINとは、グローバル仲介者認識番号を意味する略語です。こ
の番号は第4章に則ってIRSに登録された事業体に割り当てられ
る認識番号です。

非参加FFI 
非参加FFIとは、参加FFI、みなし遵守FFI、免除最終受益者のいずれ
にも該当しないFFIを指します。

報告不要IGAのFFI 
報告不要IGAのFFIとは、以下の要件を満たすモデル1またはモデル2
のIGA法域の居住者であるか、当該法域に所在地があるか設立され
ているFFIです。

• モデル1またはモデル2のIGAの付則IIの特定のカテゴリーに記載さ
れている報告主体でない金融機関。

• 規則第1.1471-
5（f）（1）（i）（A）条～（F）条に記載されている登録されたみ
なし遵守FFI。

• 規則第1.1471-
5（f）（2）（i）条～（v）条に記載されている認証型みなし遵守FF
I。または

非協力的口座保有者 
非協力的口座保有者には、口座が米国口座であるかどうか判断す

るための開示や情報に関して、口座を維持

IGAモデル1とは、米国政府または米財務省と外国政府または1
つ以上の代理機関とが締結する協定で、FFIがかかる外国政府ま
たはその代理機関に報告することを通じてFATCAを執行し、そ
の後報告された情報を自動的にIRSとやり取りする合意を指し
ます。IGAモデル1の適用法域において当該法域の政府に口座に
関する報告を行うFFIは、モデル1の報告主体であるFFIと呼ばれ
ます。

参加受領者 
参加受領者とは、決済カードを支払として受け入れるか、第6050W
条を目的とする第三者ネットワーク取引の決済で第三者決済組織

から支払を受け入れる者を指します。

受領者 
通常、受領者とは支払の対象となる者を指し、その者が最終受益

者であるか否かは問われません。金融口座になされた支払につい

ては、受領者は金融口座の保有者であることが一般的ですが、規

則第1.1441-1（b）（2）条および第1.1471-
3（a）（3）条を参照してください。

支払決済事業体（PSE） 
支払決済事業体（PSE）とは、マーチャント・アクワイアリング事
業体または第三者決済組織を指します。第6050W条に基づきPSEは
、決済カード取引または第三者ネットワーク取引の決済で行われ

た支払の報告義務を通常負います。ただし、該当するフォームW-
8に外国人として記録される最終受益者に対する支払は報告の必要
はありません。

上場パートナーシップ(PTP) PTPとは、第7704条および規則第1.7704-
4条と同じ意味を持つ事業体ですが、同条項で法人として扱われる
PTPは含まれません。

PTP持分 
PTP持分とは、定着した証券市場で公的に取引されている持分、ま
たは流通市場（もしくはそれに相当するもの）で容易に取引可能

な持分を指します。

適格仲介者（QI） 適格仲介者（QI）とは、規則第1.1441-
1（e）（5）（iii）条に記載されているIRSとの契約の当事者である
人物です。適格デリバティブディーラー（QDD）とは、規則第1.14
41-
1（e）（6）条に則り、特定の報告および源泉徴収義務に合意済み
のQIを指します。

IGAモデル2とは、米国政府または米財務省と外国政府または1
つ以上の代理機関とが締結する協定または取り決めで、FFIとの
契約の要件に従い、FFIが直接IRSに報告することを通じてFATCA
を執行し、かかる外国政府またはその代理機関とIRSとの情報
のやり取りで補完される合意を指します。IGAモデル2の適用法
域において、支店に関するFFI契約を締結するFFIは、参加FFIに
該当しますが、モデル2の報告主体であるFFIと呼ばれる場合も
あります。

IGAによる報告主体であるFFIという用語は、モデル1の報告主
体であるFFIとモデル2の報告主体であるFFIの両方の総称です。

ハイブリッド事業体

ハイブリッド事業体とは、内国歳入法のステータスの目的では

会計上パススルー組織として取り扱われるものの、米国と租税

条約を締結する国で会計上パススルー組織として取り扱われな

い者（個人以外）を指します。ハイブリッド事業体のステータ

スは、租税条約の恩恵の申請に関連する概念です。源泉徴収可

能な支払を受領する場合、第4章ステータスを提出する必要が
あります。

政府間モデル協定（IGA） 
政府間モデル協定（IGA）とは、モデル1のIGAまたはモデル2のI
GAを指します。発行済みのIGAモデル1またはIGAモデル2がある
ものとして取り扱われる法域のリストは、こちらから閲覧でき

ます。www.treasury.gov/resource-center/tax-
policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
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特別な指示

リバースハイブリッド事業体

リバースハイブリッド事業体とは、米国税法の原則に基づき財務

上透明でないが、米国が租税条約を締結する法域の法律に基づき

財務上透明である者（個人を除きます）を指します。その所有者

のために租税条約の恩恵を申請するリバースハイブリッド事業体

に関する情報については、フォームW-
8IMYおよび付随する説明書を参照してください。

特定米国人 特定米国人とは、規則第1.1473-
1（c）条で特定する者以外の米国人を指します。

実質的な米国人所有者 実質的な米国人所有者（規則第1.1473-
1（b）条の定義を準用）とは、以下のいずれかに該当する特定の

米国人を指します。
• 外国法人の株式の10%超（議決権または評価額ベースで）を直

接または間接的に所有する。
• 外国のパートナーシップの利益または資本持分の10%超を直接

または間接的に所有する。

源泉徴収可能な支払 源泉徴収可能な支払は、規則第1.1473-
1（a）条で定義されています。源泉徴収可能な支払の定義に対

する特定の例外については、規則第1.1473-
1（a）（4）条（非金融性の特定の支払など）を参照してくださ
源泉徴収義務者

米国源泉のFDAP所得を第3章または4章の源泉徴収義務に従って

、支配、受領、保管、処分または支払を行う権限を有する者（

米国人または外国人を問いません）は、源泉徴収義務者に該当

します。源泉徴収義務者は、個人、法人、パートナーシップ、

信託、組合、その他の事業体である可能性があり、例えば、外

国仲介者、外国パートナーシップ、特定の外国銀行や保険会社

の米国支店などが挙げられます。第1446(a)条に関しては、米国

で取引または事業を遂行するパートナーシップが源泉徴収義務

者となります。PTPによるパートナーシップの分配について、第

1446(a)条における源泉徴収義務者は、PTP、外国人のために持

分を保有する名義人またはその両方である可能性があります。

規則第1.1446-1～1.1446-6.条を参照してください。

ライン1 
記名します。みなし事業体または支店の場合は、事業者名を記

入せず、所有者（または、支店の場合、その一部を形成してい

る事業体）の正式名称を記入します（該当する場合、複数のみ

なし事業体にルックスルーを行うこと）。ただし、租税条約の

恩恵を申請するハイブリッド事業体であるみなし事業体は、後

述する特別な指示の項目「租税条約の恩恵を申請するハイブリ

ッド事業体」を参照してください
記入上のヒント
口座名義人であることを開示する目的でのみFFIにこのフォーム
を提出する口座保有者であり、源泉徴収可能な支払または報告
対象の金額（規則第1.1441-
1（e）（3）（vi）条に定義）を受け取っていない場合、パートI
には「口座保有者」に置き換えて「最終受益者」と記載する必
要があります。

注意!
口座の記名保有者が、第4章の趣旨での口座保有者に必ずしも

該当するとは限りません。口座保有者に該当するかを判断する
には、前述の「定義」を参照するか、モデル1／モデル2のIGAの
対象となるFFIが維持管理する口座については、該当IGAの口座
保有者の定義を参照してください。FFIに口座を保有する場合
で、IGAの「口座保有者」の定義が自分の口座に該当するか確信
が持てないときは、このフォームの提出を求められたFFIに問い

合わせてください。

ライン2 
法人である場合は、法人化した国を記載します。法人以外の事

業体は、創設、組織化または支配される法律の国名を記載しま

す。

パート I - 最終受益者に関する情報

• 第671条～679条に基づく外国信託のいずれかの部分の所有者と

して扱われる。
• 信託の受益権の10%超を直接または間接的に所有する。

譲渡

譲渡とは、パートナーシップ持分の売却、交換、その他の処分の
ことを指し、パートナーシップからパートナーへの分配や、第707 
(a)(2)(B)条に基づいて売却または交換として扱われる譲渡も含まれ

ます。
譲受人

譲受人とは、国内外を問わず、譲渡によってパートナーシップ持
分を取得する者を指し、分配を行うパートナーシップも含まれま
す。
譲渡人
譲渡人とは、国内外を問わず、パートナーシップ持分を譲渡する
すべての人を指します。信託の場合、信託所得の全部または一部
が第671～679条に基づき委託者または他の人物に所有されるもの

として扱われる範囲（当該信託は自益信託という）において、譲

渡人は委託者または他の所有者を意味します。

米国人

米国人とは、第7701（a）（30）条に定義され、国内のパートナー

シップ、法人および信託を含みます。
注意!
年金契約または積立型保険契約を発行する特定の外国の保険会社
のうち、連邦税上、米国人として扱われることを選択しているも
のの米国で事業を遂行する免許を持たないものは、第4章ではFFIと
して取り扱われます。ただし、第3章と第4章の両方に則した文書

を源泉徴収義務者に提出する場合においては、かかる保険会社
はフォームW-
9を使って米国人としてのステータスを証明することができま

す 。同様に、該当するIGAによりFFIとして扱われる米国金融機関

の
外国支店（適格仲介支店として営業する支店を除きます）も、フ
ォームW-
9を使って、第3章と第4章に則った米国人としてのステータスを証

明する とが きます

しているFFIの要求に従わない事業体（非参加FFIとして扱う必要の

ある事業体以外）が含まれます。詳しくは規則第1.1471-
5（g）条を参照してください。
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注意!
記入上のヒント

IGAおよび関連事業体にカバーされるFFI

IGAの対象となる非営利組織

注意!

IGAによる報告対象であるFFIに関連するFFIのうち、居住国で非参加FF
Iとして扱われるものは、ライン5の「非参加FFI」にチェックを入れてくださ
い。有効なIGAがあるものとして扱われる法域のFFIは、「参加FFI」でなく
、「モデル1の報告主体であるFFI」、「モデル2の報告主体であるFFI」の
いずれか該当する方にチェックを入れてください。IGAの発効地域として
扱われる法域のリストは、www.treasury.gov/resource-center/tax-
policy/treaties/Pages/FATCAArchive.aspx を参照してください。

有効なIGAがあるものとして扱われる法域で設立・維持されている非営
利事業体であって、該当するIGAの付則Iに基づく「能動的NFFE」の定義
を満たしている場合は、口座保有者として自己を開示する目的でこのフォ
ームをFFIに提出する際に、ライン5のボックスにチェックを入れないでくだ
さい。代わりに、IGAに基づく自己のステータスの証明を提出する必要が
あります。下記、特別な指示の項目「該当する IGA に基づく証明を提出
する事業体 」を参照してください。

金融口座以外の口座
外国金融機関に保有する口座のうち規則第1.1471-
5（b）（2）条の金融口座以外のものを記録するためにこのフォームを提出

ライン3
源泉徴収可能な支払を受領するみなし事業体は、以下の場合、ライ
ン3に自分の名称を記載します。 1）
IRSに登録し、みなし事業体の法的名称に関連してGIINの交付を受
けている。
2）モデル1またはモデル2の報告主体であるFFI。3）このフォームを
使って租税条約の恩恵を申請するハイブリッド事業体ではない。

みなし事業体の法的名称を提供する必要がない場合でも、ライン 10
にみなし事業体の名称を記載することで、自己が支払を受領または
口座を保持するみなし事業体に該当する旨を源泉徴収義務者に知
らせることができます。情報提供のみを目的としてこのフォームを要
求している源泉徴収義務者の口座を持つみなし事業体の名称を報
告する場合（つまり、みなし事業体がこのフォームのライン 1 または
パート II で報告されていない場合）、ライン 3 にみなし事業体の名称
を記入することができます。

ライン4
適用するボックス1つにチェックを入れます。これにより、チェックを入
れたボックスが示す分類に該当する旨を表明したことになります。米
国の税務ルール上（租税条約の相手国の法律でなく）の分類を示す
ボックスにチェックを入れる必要があります（例えば、法人、パートナ
ーシップ、信託、エステート等）。外国政府の中核部分または外国政
府によって支配されている事業体であるかどうかを判断するには、暫
定規則 第1.892-
2T条を参照してください。第4章のため、FFIが維持する口座の口座
所有者として、自己を開示する目的でのみFFIにフォームW-8BEN-
Eを提出する場合、ライン4に記入する必要はありません。

受領する支払につき租税条約の恩恵を申請するパートナーシップ、
みなし事業体、単純信託、自益信託である場合は、「パートナーシッ
プ」「みなし事業体」「単純信託」「自益信託」のボックスにチェックを入
れます。この場合、租税条約の恩恵を申請するハイブリッド事業体で
ある旨を示すため、「yes」のボックスにもチェックをする必要がありま
す。「no」のボックスは以下の場合に限りチェックすることができます。
（1）みなし事業体、パートナーシップ、単純信託、自益信託に該当し、
FFIの口座保有者として自己を記録する唯一の目的でこのフォーム
を使用し、かつこのフォームが源泉徴収可能な支払または報告対象
の金額と関連していない場合、または（2）自己のステータスを第605
0W条に則って参加受領者として記録する唯一の目的でこのフォー
ムを使用する。このいずれかに該当する場合、ライン4への記入は必
須ではありませんが、記入を選択する場合、「no」ボックスをチェック
することができます。また、フォームW-
8IMYを使用して、FFIの口座保有者として自己を開示することもでき
ます。

ライン 4 の目的の「免税団体」のボックスには、第 501 条（ c ）条に基
づき税金を免除される事業体のみチェックを入れてください。かかる
事業体は、租税条約に基づく源泉徴収税率の軽減か第 501 （ c ）条
以外の内国歳入法の例外を申請する場合、または FFI の口座保有
者である旨を記録する唯一の目的でこのフォームを使用する場合に
限りフォーム W-8BEN-
E を使用してください。ただし、民間基金の場合、「免税組織」ではな
く「民間基金」にチェックを入れる必要があります。

ライン5
自分の第4章のステータスに適合するボックス1つにチェックを入れてくだ
さい。源泉徴収可能な支払の受領者であるか、このフォームを要求するF
FIに保有する金融口座のステータスを文書で記録する場合、第4章に則
したステータスのみをこのフォームに記載する必要があります。このライ
ンで任意のボックスをチェックすると、居住国での当該ボックスの分類に
該当する旨を表明したことになります。

IGAのモデル1の対象となる法域に居住するか、かかる法域の法律の下
で創設されたIGAの報告主体であるFFIは、「モデル1の報告主体である
FFI」にチェックを入れます。IGAのモデル2の対象となる法域に居住する
か、かかる法域の法律の下で創設されたIGAの報告主体であるFFIは、「
モデル2の報告主体であるFFI」にチェックを入れます。該当するIGAの下
で登録型みなし遵守FFIとして扱われる場合、「登録型みなし遵守FFI」で
なく「IGAの報告主体でないFFI」にチェックを入れて、GIINを記載します。

該当するIGAの下で報告対象でないFFIと扱われる場合には、みなし遵
守ステータスの資格を満たす場合や第4章規則の免除最終受益者に該
当する場合でも、原則として「報告不要IGAのFFI」にチェックを入れてくだ
さい。このいずれかに該当する場合、規則の該当ステータスにチェックを
入れる必要はありませんが、適宜、ライン9にGIINを記載する必要があり
ます。該当するIGAで報告不要IGAのFFIとして扱われる所有者開示FFI
は「所有者開示FFI」にチェックを入れ、パートXに記入する必要がありま
す。

第 4 章ステータスの大部分については、ライン 5 に記載されているステ
ータスの条件を満たしていることを証明するために、このフォームの補足
部分に記入する必要があります。署名して源泉徴収義務者に提出する
前に、このフォームの必須箇所すべてに記載してください。下記、特別な
指示の項目「該当する IGA に基づく証明を提出する事業体」を参照してく
ださい。

-8-



記入上のヒント

記入上のヒント

なお、TINの記載が義務付けられるのは、以下の場合です。

または

• 米国領の居住者である、または

• 上記のいずれかの証券の貸付に関わる所得

記入上のヒント

場合、ライン5で「金融口座以外の口座」のボックスにチェックを入れます
。

第3章
源泉徴収の対象となる金額について、米国TINを提出する必要があるそ
の他の状況については、規則第1.1441-

ただし、以下の所得項目に対する租税条約の恩恵の申請には、TINを
記載する必要はありません。

• 活発に取引される株式および債務証券に起因する配当および利子

• 
1940年投資会社法に基づき登録される投資会社（ミューチュアルファン
ド）が発行する償還可能な証券からの配当金

• 公募され（公募発行を含みます）、1933年証券法に基づき米国証券取
引委員会（SEC）に登録される単位型投資信託の各受益者持分からの
配当、利子またはロイヤリティ収入

ライン6
ライン1で特定する事業体の恒久的居所を記載します。恒久的居所とは
、当該国の所得税に関して、自分のステータスを居住者と主張する国の
住所です。租税条約に基づく源泉徴収税率の軽減を申請するためにフ
ォームW-8BEN-
Eを記載する場合、当該条約で求められるとおりに自分の居住地を判断
する必要があります。金融機関の住所（自己の住所を提供する金融機
関を除きます）、私書箱、郵送専用住所は記載しないでください。ただし、
かかる住所のみを使用している場合、およびかかる住所が設立書類に
表示されている場合（すなわち登記上の住所）を除きます。いずれの国
にも税務上の居所を有さない場合、恒久的居所は主な事務所を維持す
る場所となります。

ライン7
ライン6の住所と異なる場合のみ、郵送用住所をここに記入します。
ライン8
米国の雇用主識別番号（EIN）を記載します。EINは事業体の米国納税
者番号（TIN）です。米国のEINを所有していない場合で
米国TINの取得が必要な場合、フォームSS-
4「雇用種識別番号申請書」で当該番号を
申請してください。米国内で取引または事業を遂行するパートナーシップ
のパートナーは、実質関連課税所得を分配される可能性が高くなります
。加えて、そのようなパートナーシップの持分を譲渡した場合、パートナ
ーには、当該譲渡に対して第864(c)(8)条に基づく税金が課される可能
性があります。いずれの場合も、米国内で取引または事業を遂行するパ
ートナーシップのパートナーは、米国で取引または事業を行っているも
のとみなされ、米国連邦所得税の申告義務を負うため、TINを取得し、こ
のフォームで提出してください。

• 適格プランにかかる特定の年金受領額に関して第871（f）条に基づき
源泉徴収の免除を申請する場合、

• 租税条約に基づく恩恵を申請し、かつライン9bにFTINを記載していな
い場合。

また、ライン9cのボックスにチェックを入れる条件を満たしている場合
は、ライン9bのFTINを記入する必要はありません。また、上記の金融
口座を開示するためにこのフォームを使用していない場合、租税条約
の恩恵を申請する目的で、税務上の居住地である法域が発行したFT
INをライン9bに記入することができます（必要な場合に、ライン8に米
国TINを記入するのではなく）。

ライン 9a と 9b には、適宜、 GIIN または外国の TIN を記載します。記
載する際、小さめのフォントの使用が必要となる場合があります。 GII
N または FTIN について、指定欄のスペースが十分

• 
居住地の法域が以下の「外国のTINを発行しない法域リスト」に記載
されている。IRS.gov/businesses/corporations/list-of-jurisdictions-
that-do-issue-foreign-tins

EIN が必要な場合、フォーム SS-
4 の紙媒体での提出よりもオンラインでの申請が奨励されます。詳細
については、 IRS.gov/EIN をご覧ください。

ライン9a
参加FFI、登録型みなし遵守FFI（財務省規則に記載されているスポン

サー付FFIを含む）、モデル1もしくはモデル2の報告主体であるFFI、
直接的な報告主体であるNFFE、信託のためにこのフォームを提出す
る外国人である受託者開示信託の受託者、またはスポンサー付直接
的な報告主体であるNFFEに該当する場合は、ライン9aにGIIN（居住
国に関して）を記載する必要があります。受託者開示信託の受託者で
、かつ外国人である場合は、参加FFIまたはモデル1の報告主体であ
るFFIとして登録したときに受け取ったGIINを提出する必要があります
。支店が支払を受領し、パートIIで特定される必要がある場合は、ライ
ン9aにGIINの記載は求められず、代わりにライン13に支店のGIINを
記載します（該当する場合）。（1）該当するモデル2のIGAの付則IIに
基づく登録型みなし遵守として扱われる、または（2）規則第1.1471-
5（f）（1）に基づく登録型みなし遵守FFIである報告不要IGAのFFIは、
ライン9にGIINを記入する必要があります。

参加 FFI 、登録型みなし遵守 FFI （スポンサー付 FFI を含む）、モデ
ル 1 もしくはモデル 2 の報告主体である FFI 、直接的な報告主体であ
る NFFE 、スポンサー付直接的な報告主体である NFFE 、または報
告不要 IGA の FFI として IRS への登録手続き中であるものの、 GIIN
をまだ入手していない場合は、このラインに「申請中」と記載すること
ができます。ただし、このフォームの要求者は 90 日以内に登録後の
GIIN を受領し確認する必要があります。

ライン9b
金融機関の米国事務所（FFIの米国支店を含む）に保有する金融口
座（規則第1.1471-
5（b）条に定義されている）に関する口座保有者として自己を開示する
ためにこのフォームW-8BEN-
Eを提出しており、このフォームに関連するフォーム1042-
Sで報告可能な米国源泉の収入を受け取っているときは、以下の場
合を除き、ライン6で特定される税務上の居住者となっている法域が
発行したFTINをライン9bに記入する必要があります。
•
ライン4で政府（第892条に基づく外国政府が支配する事業体を含む）
、中央銀行もしくは国際機関であることを適切に表明している、
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記入上のヒント

パートIII - 租税条約の恩恵の申請

記入上のヒント

ライン14a 
租税条約に基づく源泉徴収税率の減免措置を申請する場合、租税条約
上の居住国を記入して、自己がその国の居住者である旨を証明するた
めにボックスにチェックを入れる必要があります。

同一の源泉徴収義務者から支払を受ける複数の支店／みなし事業体が
あり、パートIの情報が支払を受ける各支店／みなし事業体に関して同一
である場合、源泉徴収義務者は、フォームに関連する支払を受ける各支
店／みなし事業体と各支店／みなし事業体に対する支払の配分を特定
する個別のフォームW-8BEN-
Eではなく、各支店／みなし事業体に関するパートIIのすべての情報を含
む明細書が添付された単一のフォームW-8BEN-
Eを受領することができます。

ライン11 
適用するボックス1つにチェックを入れます。みなし事業体に適用するボッ
クスがない場合は、このパートに記入する必要はありません。モデル1の
報告主体であるFFI、モデル2の報告主体であるFFI、または参加FFIにチ
ェックを入れる場合は、後述のライン13に記入する必要があります（下記
を参照）。支店が、該当するIGAの要件、または第4章（関連する事業体）
の規則に準拠できないIGAの報告主体であるFFIの支店である場合は、「
非参加FFIとして扱われる支店」にチェックを入れる必要があります。

ライン12 支店またはみなし事業体の住所を記載します。

ライン13 
モデル1もしくはモデル2の報告主体であるFFIまたは参加FFIは、支払を
受領する支店のGIINをライン13に記載する必要があります。このフォー
ムのパートIライン3に記載し、かつ当該フォームに関連する支払を受領す
るみなし事業体は、GIINを記載します。ライン9にGIINを記入しないでくだ
さい。米国支店は、FFIのほかの支店に適用されるGIINを記載します（居
住国分を含みます）。

IRS への支店の登録手続き中であるものの、 GIIN をまだ入手していな
い場合は、このラインに「申請中」と記載することができます。ただし、こ
のフォームの要求者は 90 日以内に登録後の GIIN を受領し確認する必
要があります。

でない場合、ライン 9a または 9b に関してそれぞれ記載されるもので
あると明確に特定される限り、フォームのほかの場所か別の貼付シ
ートに印付きで明確に記載して構いません。例えば、ライン 9a の近く
の枠外に手書きされ、ライン 9a と矢印で結ばれた GIIN は、この趣
旨に合う適切な記載例とされます。

ライン9c 
ライン9bに記載された口座保有者であり、居住地の法域からFTINの
取得が法的に義務付けられていない場合（法域がFTINを発行しない
場合を含みます）、ライン9cのボックスにチェックを入れます。このボ
ックスにチェックを入れることにより、ライン9bでFTINを記載しないこ
とについて説明したものとして扱われます。ライン9bにFTINを記載す
る必要がない理由をさらに（あるいはその他の）説明をしたい場合は
、このフォームの余白に記入するか、別添の説明書に記入すること
ができます。

ライン10 
このラインは、最終受益者を開示するために源泉徴収義務者にとっ
て役に立つ参考情報を含めるために、フォームの提出者、源泉徴収
義務者、またはFFIが使用することができます。例えば、フォームW-
8BEN-Eを特定のフォームW-
8IMYと関連付ける義務を負う源泉徴収義務者は、ライン10を関連が
明確となるように参考番号や記号を記載するために使用することが
できます。ライン10を使って、このフォームの提出者の口座番号を記
載することもできます。みなし事業体の単独事業主は、ライン10を使
って、支払を受領するか入金処理が行われる口座がみなし事業体名
義であることを源泉徴収義務者に通知することができます（みなし事
業体の名称をライン3に記載する必要がある場合を除きます）。ライ
ン10は、米国での取引や事業の遂行と実質的に関連しない想定元
本契約からの所得を明示する目的でも使用できます。

パートIIは、GIINを取得済みのみなし事業体が源泉徴収可能な支払
を受領する場合、または支店（GIINを未取得のみなし事業体である
支店を含みます）がライン2に記載される居住国以外の法域で操業
する場合に記載します。例えば、A国に居住する参加FFIであるABC
社がB国（IGAモデル1の対象領域）にある支店を通じて営業し、当該
支店がB国に適用されるIGAのモデル1に基づきモデル1の報告主体
であるFFIとして扱われると想定します。 
ABC社はライン9にGIINを記載せず、B国の支店がこのパートIIを記
載する必要があります。当該支店は、ライン13で自己がIGAのモデ
ル1の報告主体であるFFIであることを明示しそのGIINを記載します
。支払を受領するB国の支店がみなし事業体であれば、ライン3に法
的名称を記載する必要がある場合もあります。

源泉徴収可能な支払を受領するみなし事業体が GIIN を取得済み
の場合、当該事業体がパート I に記載される特定所有者と同じ国に
在住するかどうかにかかわらずパート II を記載します。

パートII - 支払を受領するみなし事業体または支店

ライン14b 
租税条約に基づく源泉徴収の減免措置を申請する場合、以下の両方の
事項を証明するためにボックスにチェックを入れる必要があります。

• 租税条約の恩恵を申請する所得項目を派生させていること。

• 租税条約に特典制限条項があれば当該制限を満たすこと。

所得項目は、かかる所得項目を受領する事業体もしくは当該事業体の
持分保有者、または一定の状況では両者によって派生する可能性があ
ります。事業体に支払われる所得項目がその事業体が派生させたものと
みなされるのは、当該事業体が所属する法域の法律の解釈上、かかる
所得項目に関して財務上透明でない場合に限ります。事業体に支払わ
れる所得項目は、以下の場合に限り、持分保有者によって派生したもの
とみなされます。

• 持分保有者が当該所得項目に関して財務上透明でなく、かつ
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• 上場法人—法人の主たる種類の株式がその居住国の著名な株式取引
所で主としてかつ定期的に取引されることがこのテストの原則的要件とな
ります（ほかの条約で、米国か条約国、または主要管理地が居住国であ
る場合は特定第三国のいずれかでの取引が許容される場合があります）
。

• 上場法人子会社—会社株式の議決権および価値の過半数が上場法

人テストの要件を満たす5社以下の上場法人（すべての法人が米国また
は当該子会社と同じ国に在住する場合に限ります）に

よって直接または間接的に所有されていることが、このテストの

原則的要件となります。

• 所有権および税源侵食テストを満たす会社—会社の株式の議決権お
よび価値の過半数が当該会社と同じ国に在住する個人、政府、免税事
業体および上場法人によって直接または間接的に所有されていること
が、このテストの原則的要件となります。ただし、過半数の所有権を持
つすべての会社が同じ国の居住者であり、かつ所有権テストの有効株
主以外の者に直接または間接的に支払済みであるか未払処理される
金額が被所有会社の総所得の50%を超えない場合に限ります。

• 派生的受益テストを満たす会社—このテストは通常、 
USMCA、EU、およびEEA加盟国の条約に限定され、所得項目の全部
または一部（利息、配当、ロイヤリティ）にのみ適用される場合がありま
す。原則的に、会社の株式の累積議決権および価値の95%超が7社以
下の相当受益者によって直接または間接的に所有されていることが要
件となります。ここで相当受益者とは、EU、EEA、USMCA加盟国の居
住者であり、かつ米国と締結した条約のLOB条項に含まれる所有権テ
ストのいずれか（株式所有権および税源浸食テストを除きます）に基づ
き同一の受益を受ける資格が与えられている最終受益者を指します。
このほか、相当受益者以外の者に直接または間接的に支払済みであ
るか未払処理される金額が被所有会社の総所得の50%を超えないこと
も要件となります。

• 能動的な事業テストを満たす所得項目を有する会社—会社が居住国
で事業に能動的に従事しており、支払者が関連当事者である場合は、
当該国での活動が自己の米国での活動と実質的に関連しており、所得
がこうした取引または事業に関連してまたは付随して発生することがこ
のテストの原則的要件となります。

• 租税条約にLOB条項がない—この場合は通常、事業体がLOB条項
を含まない租税条約を米国と締結済みの外国の居住者であることが要
件となります。

• その他—上記に掲げられていないほかのLOBテスト（例：本拠テスト）
。申請の根拠とするほかのテストを特定します。例えば、米国とオランダ
の租税条約での本拠テストを満たす場合、指定欄に「本拠テスト、第26
（5）条」と記入します。

• 有利な裁量判断を受領済み—適用される条約のLOBテストの特定目
的を満たさないものの、会社が要求する恩恵の申請を認めるという特
典を認める米国監督当局からの有利な裁量判断を取得することがこの
テストの要件となります。条約または専門的解釈で明示的に別途定め
る場合を除き、裁量的恩恵の申請の保留中は、裁量的恩恵を主張でき
ません。

自己のために租税条約の恩恵を申請する事業体は、フォームW-8BEN-
Eを記載します。持分を保有する事業体が当該保有者の法域において
財務上透明とみなされる場合、かかる持分保有者が租税条約の恩恵を
申請するには、適切な租税条約締結国の居住者として、フォームW-
8BEN（個人の場合）またはフォーム

• 持分保有者の所属法域の法律に基づき、事業体が当該所得項目に関
して財務上透明とみなされる場合。租税条約で当該条約の法域の居住者
と明確に特定される事業体に直接支払われる所得項目は、当該条約法
域の居住者が派生させたものとして扱われます。

租税条約の特典制限条項 
特典制限（LOB）条項が盛り込まれる租税条約を米国と締結済みの外国
の居住者は、ライン14bのチェックボックスのいずれかにチェックを入れる
必要があります。LOB 
条項を含まない租税条約を米国と締結済みの外国の居住者もまた、ライ
ン14bの該当するボックスにチェックを入れる必要があります。ボックスに
チェックを入れるのは、当該条約のLOB条項に 
租税条約の恩恵を申請するための根拠とするチェックボックスに対応する
規定が含まれる場合に限られます。特定の条約には、チェックボックスを
設ける根拠となるすべての種類のテストが含まれない場合があります。例
えば、「派生的受益テストを満たす会社」は、EU、EEA、USMCAの加盟
国以外の条約締結国に居住する会社には通常適用されません。下記に
掲げる特定のテストを含む各LOB条項には、満たさなければならない要
件のうち同じテストに関して別の条約と異なる特定の要件を定めている場
合があります。ですから、各テストに関連する特定要件について、該当す
る条約のLOB条項を確認する必要があります。ある所得項目に関して条
約の恩恵を申請するのに複数のチェックボックスが必要な場合でも、条約
の免除を申請するのに必要なのは、通常1つのLOBチェックボックスのみ
です。

一般的便宜のために、各テストを以下にまとめています。ただし、この情
報を信頼してLOBテストの要件を満たすという最終的判断を下すことは避
けてください。条約で適用可能なテストの種類とそうしたテストの特定の要
件を判断するには、LOB条項の本文を確認する必要があります。事業体
による条約の恩恵の申請を記録するのに関連する制限特典条項内の主
なテストの要約は、こちらのサイトIRS.gov/Individuals/International-
Taxpayers/Tax-Treaty-Tables の第4表「制限特典」を参照してください。

• 政府—事業体が締結相手となる国家、地方政府または地方公共団体
である場合、このテストの要件を満たします。

• 免税年金信託または年金基金—信託または基金の受益者または参加
者の過半数が信託または基金自体の居住国の居住者であることがこの
テストの原則的要件となります。

• その他の免税組織—宗教、慈善、科学、芸術、文化、教育に関する組
織の受益者、構成員または参加者の過半数が組織の居住国の居住者で
あることがこのテストの原則的要件となります。
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注意!

記入上のヒント

• 50%の所有権テストおよび税源侵食テストを満たす。

注意 !

• 条約に種類の異なるロイヤリティに対して異なる源泉徴収税率が規定
されている場合は、ロイヤリティに関する条約の恩恵の申請者。

• その居住国で活発に取引または事業を遂行する。

• 
IRSから適格居住者である旨の判定を受けている。上記の各テスト
を満たすための要件については規則第1.884-
5条を参照してください

1987 年 1 月 1 日以降に施行した租税条約に基づきその恩恵を申
請する場合は、ライン 14c のボックスではなく、ライン 14b のボック
スをチェックします。

ライン15 
ライン15を使用するのは、ライン14の表明（またはこのフォームのほ
かの証明）ではカバーされない条件を満たす必要のある租税条約の
恩恵を申請するケースに限られます。条約の利息もしくは配当（所
有権に基づく優遇税率の対象となる配当を除きます）の条項または
その他の所得の条項に基づく条約上の恩恵の申請には原則的に使
用しません（ただし、こうした条項で追加の表明が要求される場合を
除きます）。例えば、一部の条約では、追加要件（所有割合、所有期
間、適用されるLOB条項の一連のテストの充足等）を満たすことを条
件に、特定の適格居住者に対して配当の税率をゼロとすることを認
めています。具体的な租税条約の条項、条、号を適宜記載してくださ
い。記載した条約の条項に基づき満たす要件もこの欄に記載してく
ださい。

• カナダ、メキシコ、ドイツおよびオランダとの租税条約の免除団体条項
に基づき条約の恩恵を申請する免除団体。

• 配当を支払う事業体の株式を特定割合所有し、特定期間当該株式を
所有することに基づき配当に適用される優遇税率を申請する外国法人。
当該外国法人は、株式の所有割合と所有期間を記載してください。例え
ば、米国とイタリアの租税条約に基づき配当に5%の税率を申請するた
めには、イタリア法人は少なくとも議決権付き株式の25%を12か月間所
有する必要があります。

• 通常の適用税率以外の利息に対する条約上の恩恵の申請者。例えば
、米国とオーストラリアの租税条約では、第11（2）条に基づき利息には
税率10%が通常適用されますが、第11（3）条の特定の条件を満たす場
合、利息に対して源泉徴収が免除されます。

• 恒久的施設に帰属しない事業利益、またはその全部もしくは一部を構
成しない財産（不動産を除く）の譲渡から生じる利得（恒久的施設の譲渡
から生じない利得を含む）について、租税条約の恩恵を申請する者。例
えば、米国内で取引または事業を遂行するパートナーシップの持分を譲
渡した際に、第864(c)(8)条の課税対象となる利得を得た外国人パートナ
ーは、第1446(f)条で要求される源泉徴収に関して、当該利得が恒久的
施設に帰属しないことをこのフォームに明記し、利得に関連する租税条
約の条文を記載すれば、租税条約の恩恵を申請することができます。さ
らに、PTP持分に関する利得または所得が米国内の恒久的施設に帰属
しない旨を申請する場合、その申請に関連する各PTPの名称を特定す
る必要があります。ただし、規則第1.864(c)(8)-
1(f)条(パートナーシップ持分の譲渡損益は、第864(c)(8)条に基づき売
却したとみなされる資産がパートナーシップの恒久的施設の一部を構成
している限り、恒久的施設の一部を構成する資産の譲渡による損益であ
ると規定)を参照してください。

W-8BEN-
E（事業体の場合）を自己に関して記載します。また、財務上透明な
事業体は、持分保有者のフォームW-8BENまたはフォームW-
8BEN-Eを当該事業体が記載するフォームW-
8IMYと連動させます（後述する特別な指示の項目「租税条約の恩
恵を申請するハイブリッド事業体」 を参照してください）。

租税条約は、米国税務上国内法人と扱われる事業体が受領する所
得項目に対する税額の軽減には適用されないことがあります。です
から、国内法人およびその株主は、かかる法人が受領する米国源
泉所得項目に対する米国所得税の軽減の恩恵を受ける資格を有し
ません。

租税条約締結国の居住者として所得を派生させる事業体は、適用
される租税条約に「租税条約に LOB 条項がない」場合は、このボッ
クスをチェックする必要があります。

ライン14c 
1986年12月31日以前に発効済み（かつ、再交渉が実施されていな
い）租税条約に基づき、（1）別の外国法人から支払を受ける米国源
泉配当、または（2）別の外国法人の米国の取引か事業によって支
払われる米国源泉利息について条約上の恩恵を申請する外国法人
は、原則として、租税条約国の「適格居住者」である必要があります
。外国法人の米国での取引または事業からの受取利息（「支店利息
」）の定義については第884条およびほかの適用ルールを参照してく
ださい。

外国法人が以下のいずれかに該当する場合、通常当該外国法人は
ある国の適格居住者となります。

• その証券が、主に居住国または米国の定着した証券市場で日常
的に取引される。

このラインの記載者の例を以下に掲げます。

また、米国とドイツの租税条約第10（3）条に基づき支払配当に対し税率
ゼロの適用を受けることができ、申請する場合は、ライン15の指定欄に「
第10（3）条」、「0（ゼロ）」と記入します。説明の指定欄には、配当の最終
受益者である旨、ドイツの居住者である旨、配当支払法人の議決権の80
%以上に相当する株式を確定配当の授権日時点で12か月間直接所有
している旨、配当に関して条約第28（2）（f）（aa）条および第28（4）条の
条件を満たす旨を記載することができます。
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パート X - 所有者開示FFI
パートIV – スポンサー付FFI

記入上のヒント

パート VIII - 認証型みなし遵守期間限定債権投資事業体

パートIX - 金融機関の口座を維持していない一部の投資事業体

ライン19 
保有口座が少額に限られる認証型みなし遵守FFIである場合は、こ
のボックスにチェックを入れて、認証型みなし遵守FFIという分類のす
べての要件を満たす旨を証明する必要があります。

ライン20 
ライン1の事業体が参加FFIであるものとして、ライン1に特定した事
業体のデューデリジェンス、報告および源泉徴収義務を果たすことに
同意済みのスポンサーとなる事業体の名称を記載します。ライン9a
に、スポンサーとなる事業体のGIINを記載する必要もあります。

ライン21 
スポンサー付の非公開投資ビークルである場合は、このボックスにチェッ
クを入れて、認証型みなし遵守ステータスのすべての要件を満たす旨を
証明する必要があります。

ライン22 
期間限定債権投資事業体である場合は、このボックスにチェックを入れ
て、認証型みなし遵守ステータスのすべての要件を満たす旨を証明する
必要があります

ライン23 規則第1.1471-
5（e）（4）（i）（A）条に記載されることのみを理由として金融機関に該当す
るFFIであり、金融口座を維持していない場合は、このボックスにチェック
を入れて、認証型みなし遵守ステータスのすべての要件を満たす旨を証
明する必要があります。

ライン24a 
所有者開示FFIである場合は、このボックスにチェックを入れて、このステ
ータスのすべての要件を満たす旨、および所有者開示FFIのために指定
源泉徴収義務者の役割を担うことに同意する米国金融機関、参加FFI、
またはモデル1もしくはモデル2の報告主体であるFFIにこのフォームを提
出する旨を証明する必要があります。所有者開示FFIに関する詳しい情
報（指定源泉徴収義務者等）については、規則第1.1471-
5（f）（3）条を参照してください。

ライン24b 
ボックスをチェックして、証明に記載される証拠書類（FFI所有者報告書、
ライン24bに記載する当該報告書に記載される各人の有効な証明書等）
を提出済みまたは提出する予定である旨を証明します。

ライン24c 
このボックスをチェックして、このラインに関連する要件を満たす旨の監
査人のレターを（ライン24bで要求される情報の代わりに）提出済みまた
は提出する予定である旨を証明します。

ライン 24b かライン 24c のいずれかをチェックします。両方のボックスの
TIP をチェックしないでください。
ライン24d 
偶発的受益者または未特定受益者の指定クラスを持たない場合は、こ
のボックスをチェックします。この証明は義務ではありませんが、所有者
開示FFIが提出した所有者報告書は、オフショア義務（規則第1.6049-
5（c）（1）条の定義を準用）に関して状況が変化しない限り、第4章に関し
て無期限に有効です。ただし、この証明が提出されること、ならびに源泉
徴収義務を有する所有者開示FFIが保有する全口座の口座残高が2014
年6月30日または口座開設年の末日のいずれか遅い期日、および支払
に先立つ各後続年の末日において、規則第1.1471-
5（b）（4）（iii）条の累計原則に則して100万ドルを超えていないことを条件
とします。

IGA フォームW-8BEN-
EのパートIV～XXVIIIに含まれる証明の代わりに、場合によっては源
泉徴収義務者に代替的証明を提出することができます。下記、特別
な指示の項目「該当するIGAに基づく証明を提出する事業体」を参照
してください。

ライン16 規則第1.1471-
5（f）（1）（i）（F）に記載されているスポンサー付FFIの場合は、ライン1
で特定されたスポンサー付FFIの代わりに、デューデリジェンス、報告
、源泉徴収義務（該当する場合）を履行することに同意したスポンサ
ー事業体の名称を記入します。ライン9にGIINを記入する必要があり
ます。

ライン17 
スポンサー付投資事業体またはスポンサー付被支配外国法人（第9
57（a）条の意味における）のいずれかであること、および、このステ
ータスに関するその他の要件を満たすことを証明するために、該当
するボックスにチェックを入れる必要があります。

ライン18 
認証型みなし遵守非登録地方銀行である場合は、このボックスにチ
ェックを入れて、認証型みなし遵守ステータスのすべての要件を満た
す旨を証明する必要があります。

パート IV～XXVIII – 第4章に則したステータスの証明

第4章ステータスを証明するパートIV～XXVIIIのうち、1つのパートの
みに記入してください（必要な場合）。源泉徴収可能な支払の受領者
でない場合、またはこのフォームを要求するFFIに口座を保有してい
ない場合は、第4章に則したステータスの証明を記載する必要はあり
ません。どのパートを記載すべきかは、ライン5でチェックしたボックス
を参考に判断します。ライン5で、非参加FFI、参加FFI、登録型みなし
遵守FFI（スポンサー付FFIを除く）、モデル1もしくはモデル2の報告
主体であるFFI、または直接的な報告主体であるNFFE（スポンサー
付直接的な報告主体であるNFFE以外）を選択する事業体は、パート
IV～XXVIIIの証明のいずれも記載する必要はありません。

パート V - 認証型みなし遵守非登録地方銀行

パートVI - 
認証型みなし遵守FFIのうち保有口座が少額に限られるもの

パート VII - 
非公開投資事業体（みなし遵守スポンサー付で認証型のもの）
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記入上のヒント

パート XI - 制限分配者

注意 ! パート XIV - 国際機関

記入上のヒント

パートXII - 報告不要IGAのFFI

パート XV - 免除年金プラン

ライン29a、b、c、d、e、f

パートXIII – 外国政府、米国の所有下にある政府、外国中央銀行

ライン27 
外国政府、外国の地方政府（当該政府が100%所有する部局およびそ
れらの代理機関を含みます）、米国の所有下にある政府、または外国の
中央銀行（いずれも規則第1.1471-
6条の定義を準用）である場合は、このボックスにチェックを入れて、当
該ステータスのすべての要件を満たす旨を証明する必要があります（例
えば、規則第1.1471-
6（h）（2）条で許容されるものを除き、このラインに掲げるタイプの営利金
融活動に従事しない等）。

外国政府、または外国の地方政府（当該政府が 100% 所有する部局お
よびそれらの代理機関を含みます）、米国の所有下にある政府、または
外国の中央銀行である場合は、第 115 （ 2 ）条、 892 条、 895 条の適用
を申請しない支払についてはフォーム W-8BEN-
E のみを記載してください。それ以外の場合は、フォーム W-
8EXP を使用してください。

ライン28a 
このボックスをチェックして、第7701（a）（18）条に掲げる国際機関である
旨を証明する必要があります。

大統領令（ 22 合衆国法典第 288 条～第 288f 条に準拠）により国際機
関として指定される事業体は、ボックス 28a をチェックします。第 3 章に
則した源泉徴収の免除を申請する場合は、フォーム W-
8EXP を使用します。

ライン28b 
ライン28aに掲げる国際機関以外の国際機関である場合は、このボック
スにチェックを入れて、当該ステータスのすべての要件を満たす旨を証
明する必要があります。

 
免除年金プランである場合は、該当するボックスにチェックを入れて、当
該ステータスのすべての要件を満たす旨を証明する必要があります。

ライン30 
免除最終受益者が100％所有する事業体である場合は、このボックスに
チェックを入れて、当該ステータスのすべての要件を満たす旨を証明する
必要があります。このラインに掲げる所有者の書類も提出して、各直接
的所有者または債権保有者が規則第1.1471-
6（b）条に掲げる免除最終受益者である旨を証明する必要があります。

ライン31 
領域内金融機関である場合は、このボックスにチェックを入れて、当該ス
テータスのすべての要件を満たす旨を証明する必要があります。

ライン32 
適用除外非金融グループ事業体である場合は、このボックスにチェック
を入れて、当該ステータスのすべての要件を満たす旨を証明する必要が
あります

ライン25a 
制限分配者である場合は、このボックスにチェックを入れて、当該ステー
タスのすべての要件を満たす旨を証明する必要があります。

ライン25bおよび25c 
適当なボックスにチェックを入れて自己のステータスを証明します。両方

制限分配者は、制限ファンドとの分配契約に関連して自己が維持する
口座についてのみ証明することができます。制限分配者がかかる分配
契約に関して第 3 章の源泉徴収または源泉徴収可能な支払の対象と
なる支払を受領する場合は、このフォームでなくフォーム W-
8IMY を記載します。ただし、かかる契約に関連する持分を最終受益者
として保有する場合を除きます。

ライン26 
このボックスにチェックを入れて、報告不要IGAのFFIとして扱われること
を示します。IGAを特定するために米国との間で有効として取り扱われ
るIGAを有する法域名を記載し、IGAがモデル1かモデル2であるかを明
示する必要があります。IGAの付則IIに掲げるFFIの具体的分類も源泉
徴収義務者に提出する必要があります。提出する際は、自己のステータ
スを最も適切かつ具体的に説明する付則IIの文言を使用してください。
例えば、明示する際は「免除最終受益者」でなく、「免除最終受益者が1
00%所有する投資事業体」とします。IGAの報告主体でないFFIが規則
に基づきみなし遵守ステータスを申請する場合は、これに代えて、適用
対象となる規則の条文をこのラインに明示する必要があります。
規則上所有者開示FFIの資格を有するため、適用されるIGAで報告主
体以外の金融機関に該当する場合、「報告不要IGAのFFI」の代わりに
、「所有者開示FFI」をチェックするとともに、パートXIIでなくパートXを記
載する必要があります。

報告不要IGAのFFI（外国人である受託者開示信託の受託者を含む）に

ついてGIINが必要な場合に関しては、ライン 9a の説明を参照してくださ
い。

ライン33 
適用除外非金融新設会社である場合は、このボックスにチェックを入れ
て、当該ステータスのすべての要件を満たす旨を証明する必要がありま
す 設立 または新規 事業（金融機関また

パート XVI - 免除最終受益者が100％所有する事業体

パート XVII - 領域内金融機関

パート XVIII - 適用除外非金融グループ事業体

パート XIX - 適用除外非金融新設会社
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パート XXIV - 適用除外領域に属するNFFE

パート XXV - 能動的NFFE

パート XXI - 第501（c）条組織

パート XXVI - 受動的NFFE

パート XXII - 非営利組織

記入上のヒント

注：フォームW-8BEN-
EをFFIに提出するNFFEで、モデル1またはモデル2の報告主体であるFF
Iとして扱われる場合、支配的米国人（該当するIGAの定義に準じます）を
報告するために、パートXXIXも使用することができます。このパートおよ
びパートXXIXの「支配的米国人」という言及箇所は、モデル1またはモデ
ル2の報告主体であるFFIとして取り扱われるFFIにこのフォームが提出さ
れる場合に限り適用されます。

は受動的NFFEの事業以外）を承認する取締役会決議（または相当
の措置）の日付も記載する必要があります。

ライン34 
清算または破産手続き中の適用除外非金融事業体である場合は、
このボックスにチェックを入れて、当該ステータスのすべての要件を
満たす旨を証明する必要があります。清算計画、再建計画、破産の
申請を提出した日付も記載する必要があります。

ライン35 規則第1.1471-
5（e）（5）（v）に従い第501（c）条組織として第4章ステータスを申請す
る事業体である場合は、このボックスにチェックを入れて、IRSが組
織に決定書を発行した日付を記載するか、当該組織が第501（c）条
組織に該当する旨を証明する米国顧問の意見書の控えを提出する
必要があります（外国民間基金であるか否かとは関係ありません）。

記入上のヒント : 第 501 （ c ）条組織が第 3 章に則して源泉徴収の免
除を申請する場合は、フォーム W-8EXP を使用します。

ライン36 非営利組織（規則1.1471-
5（e）（5）（v）に従い第501（c）条組織として第4章のステータスを申請
する事業体を除きます）である場合は、このボックスにチェックを入れ
て、当該ステータスのすべての要件を満たす旨を証明する必要があ
ります。

IGA に基づく非営利組織 
施行中のIGAを有するものとして扱われる法域において設立・維持さ
れる事業体であり、付則Iで能動的NFFEである非営利組織として説
明される場合は、下記の特別な指示 の項目「該当する IGA に基づく
証明を提出する事業体」 を参照してください。

ライン41 
適用除外中間関係会社に該当するFFIである場合は、このボックスにチェ
ックを入れて、当該分類のすべての要件を満たす旨を証明する必要があ
ります。この分類は適用除外中間関係会社のうち、このパートの証明で
説 する預金 座を保有 か 当該預金

パート XX - 清算または破産手続き中の適用除外非金融事業体

パートXXIII - 
NFFEのうち上場事業体または上場企業の関連会社であるNFFE

パート XXVII - 適用除外中間関係会社に該当するFFI

ライン37a 
上場事業体NFFEである場合は、このボックスにチェックを入れて、
金融機関に該当しない旨を証明し、かつ株式が公に取引される証券
取引所名を記載する必要があります。

ライン37b 
上場米国事業体または外国事業体として同一の系列グループ傘下
に属するNFFEである場合は、このボックスにチェックを入れて、上場
事業体の名称を記載し、上場事業体の株式が公に取引される証券
市場を明示する必要があります。事業体の株式が定着した証券市場
で日常的に取引されるか否かを判断するには、規則第1.1472-
1（c）（1）（i）条を参照してください（事業体が上場しているか否かの
判断には、適宜「米国事業体」を「NFFE」と読み替えます）。

ライン38 
適用除外領域に属するNFFEである場合は、このボックスにチェックを入
れて、この分類のすべての要件を満たす旨を証明する必要があります。
適用除外領域のNFFEの定義については、規則第1.1472-
1（c）（1）（iii）条を参照してください。

ライン39 
能動的NFFEである場合は、このボックスにチェックを入れて、当該ステー
タスのすべての要件を満たす旨を証明する必要があります。例えば、この
パートに関する証明に掲げる資産と受動的所得テストなどがこの要件に
含まれます。このテストの適用に関して、受動的所得には配当、利息、家
賃、ロイヤリティ、年金、その他特定の形態の受動所得が含まれます。受
動的所得の詳しい定義については、規則第1.1472-
1（c）（1）（iv）（A）条を参照してください。また、特定種類の所得に対する
受動的所得の定義の例外については、規則第1.1472-
1（c）（1）（iv）（B）条を参照してください。

ライン40a 
受動的NFFEである場合は、このボックスにチェックを入れて、金融機関
に該当しない旨、および上場NFFE、上場企業の関連会社であるNFFE、
適用除外領域に属するNFFE、能動的NFFE、直接的報告主体であるNF
FE、またはスポンサー付直接的報告主体であるNFFEとして自己のステ
ータスを証明しない旨を証明する必要があります。
注：特定の種類のFFI（規制第1.1471-
5（e）（4）（i）（B）条を参照）に管理されている事実がない受動的NFFEの
場合、受動的NFFEではなく金融機関とみなされるので、ライン40aには
記入しないでください。

NFFE が能動的 NFFE （またはこのフォームの別のパートに掲げるその
他の NFFE ）に該当する可能性がある場合でも、ライン 40a をチェックし
て、その実質的米国人所有者を開示するか、実質的米国人所有者を有
さない旨を証明することができます。

ライン40b 
実質的米国人所有者がいない旨を証明するにはこのボックスをチェックし

ライン40c 
このボックスにチェックを入れずにライン40bの証明を行う場合は、このボ
ックス40cにチェックを入れて、パートXXIXに記入し、実質的な米国人所
有者それぞれの氏名、住所、TINを特定し提出する必要があります。
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特別な指示
租税条約の恩恵を申請するハイブリッド事業体

フォームが電子的に署名されたことを示す必要があります（日時のスタン
プ、およびフォームが電子署名された旨を明記するなど）。単に署名欄に
自己の名前を入力しただけでは、電子署名にはなりません。源泉徴収義
務者は、電子的に署名された源泉徴収証明書を信頼することができます
が、当該フォームが本人または署名する権限を有する人によって署名さ
れたことを裏付けるために、源泉徴収義務者が要求する追加情報または
書類を提供する必要があります。規則第1.1441-
1(e)(4)(i)(B)条を参照してください。

ブローカー取引または物々交換 
ブローカーとの取引または物々交換からの所得は、免除外国人に該当
する旨をブローカーまたは物々交換所に通知するためにフォームW-
8BEN-
Eまたは代替フォームが提出される場合を除き、報告ルールと予備源泉
徴収の対象となります。

以下のすべてに該当する場合、当該年に関して免除外国人に該当しま
す。

• 外国の法人、パートナーシップ、エステート、信託のいずれかであるこ
と

• ブローカーとの取引または物々交換からの利得に実質的に関連する
米国内の取引または事業に従事したことも従事する計画もないこと

ハイブリッド事業体が居住者として自己のために租税条約の恩恵を申請
する場合は、適用される租税条約で許容される範囲で申請することがで
きます。パートIIIの説明書に記載された方法でこのフォームW-8BEN-
Eに記入して租税条約の恩恵を申請し、以下で指定された範囲でパートI
に記入する必要があります。第4章の目的上受領者として扱われるみな
し事業体でない限り、第4章ステータスを示すライン5には記入しないでく
ださい。

源泉徴収可能な支払について租税条約の恩恵を申請するフロースルー
事業体である場合は、源泉徴収明細書（必要な場合）と共にフォームW-
8IMYも提出して、パートナーまたは所有者それぞれの第4章に則したス
テータスを証明します。単一また複数のパートナーや所有者が第4章の
源泉徴収の対象（非参加FFIなど）になっていない限り、割当に関する情
報はこの源泉徴収明細書には必要ありません。源泉徴収可能な支払に
ついて条約の恩恵を申請するみなし事業体は、当該事業体が第4章に関
して受領者として扱われ、自己のGIINを所有する場合を除き、このフォー
ムと共に、適宜、フォームW-8BEN-EまたはW-
8BENを源泉徴収義務者に提出してください。みなし事業体または源泉
徴収義務者は、ライン10を使用して、源泉徴収義務者にこれら2つのフォ
ームの関連性を知らせることができます。

ライン1
法人名を記載します（設立または組織化した国における法的身元を参考
に決定）。

ライン2 創設、組織化または準拠する法律の国名を記載します。

ライン3
このラインは空欄のままにします。租税条約の恩恵を申請するハイブリッ

口座を維持する金融機関に自己を登録するFFIにのみ適用します。
所属する系列グループ傘下以外の者（前文に掲げる預金機関を除き
ます）から源泉徴収可能な支払のやり取りをする場合は、この分類に
は該当しません。このステータスのすべての要件については、規則
第1.1471-5（e）（5）（iv）条を参照してください。

パート XXVIII - スポンサー付直接的な報告主体であるNFFE

ライン42および43
スポンサー付直接的な報告主体であるNFFEである場合は、ライン4
2にスポンサー事業体の名称を記入し、このボックスにチェックを入れ
て、当該分類のすべての要件を満たしている旨を証明する必要があ
ります。また、ライン9aにGIINを記載する必要があります。

パートXXIX – 受動的NFFEの実質的米国人所有者

自己を受動的NFFEと認定するNFFE（領域内NFFEでありかつ規則
第1.1472-
1（c）条に基づき適用除外領域内NFFEに該当しない投資事業体を含
みます）が、パートXXVIで1人以上の実質的米国人所有者を有する
場合は、各実質的米国人所有者を明示する必要があります。該当
する欄に各実質的米国人所有者の名称、住所、TINを記載してくださ
い。これら情報を掲載する明細書を別途添付することもできますが、
当該明細書もパートXXXによる偽証罪やその他の証明の対象となり
ます。口座の維持管理先でありモデル1またはモデル
2の報告主体であるFFIの求めにより、支配的米国人（該当するIGA
の定義を準用）についての情報を報告する場合、この欄を使用する
か別途明細書を添付して、かかる人物について報告することができま
す。

パートXXX - 証明
フォームW-8BEN-

Eは以下の者によって署名され日付を付される必要がありま

す 。最終受益者の権限を有する代表者もしくは役員、参加受
領者

（第6050Wに関して）、またはこのフォームを要求するFFIの口

座保有者。フォームの提出者はこのボックスにチェックを入れ

て、ライン1で特定した所得の最終受益者である事業体のために

署名する法的能力を有することを証明する必要があります。

正当に承認された代理権に基づき行動する代理人がフォーム
W-8BEN-
Eを記載する場合、当該フォームの作成、署名と提示におい

て 、代理人にその権限を明示的に付与する適切な形式の委任

状、またはその控えを当該フォームに添付する必要がありま

す。そ
の書式として、フォーム2848「委任状および代理権限の申告」

を使用することができます。代理人は、最終受益者、受領者、

または口座保有者と同様に、誤り、虚偽または不正を含むフォ 

ームに対して課される罰則の法的責任を負う可能性がありま

す 。事業体の権限を有する代表者、役員または代理人は、

フォー

ムW-8BEN-
Eに署名することにより、当該フォームの正誤を左右する状況の

変化が生じてから30日以内に新しいフォームを提出することに

同意したことにもなります。

源泉徴収義務者が、このフォームを電子署名で提出することを

認める場合もあります。電子署名は、電子署名を許可された者

により
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該当するIGAで定める定義に基づく第4章に則したステータスを断定し、
提供する証明書が施行中のIGAを有するものとして扱われる法域を特定
し、かつ該当するIGAに従いNFFEまたはFFIとしてのステータスを説明す
る場合には、このフォームに該当するIGAの証明書を添付することもでき
ます。ただし、該当するIGAでの自己のステータスがNFFEであると判断
する場合でも、該当するIGAで定義するNFFE（「能動的NFFE」等）として
の証明をカバーする前条で定めるFFIによって代替的証明が提供される
場合を除き、このフォームを記入するために規則に基づく免除対象NFFE
に該当するかどうかを判断する必要があります。さらに、該当するIGAに
基づくステータスを断定する場合は、IGAの法域の法律に基づく自己の
ステータスの条件に従う必要もあります。パートIV~XXVIIIの証明を提供
できない場合、または該当するIGAで「能動的NFFE」の定義に該当する
非営利団体である場合、ライン5のボックスをチェックしないでください。た
だし、IGAの定義に基づき自己のステータスを決定し、このフォームに記
載する第4章に則したステータスを証明できる場合には、このフォームを
提出するFFIが要求する場合を除き、本項に掲げる証明を提供する必要
はありません。該当するIGAに基づき提供される証明も、パートXXXによ
る偽証罪とその他の証明の対象となります。

各規則に基づき代替的または追加の証明書を提出する事業体

このフォームに記載されていないステータスに該当する場合は、該当す
る証明を掲載するほかのW-
8フォームから、かかるステータスに適用される証明を添付することがで
きます。該当する証明がフォームW-
8に記載されていない場合（新たな規制が追加のステータスを規定し、こ
のフォームがそのステータスを反映するように更新されていない場合など
）は、規則の特定のセクションに記載されている該当するステータスに適
格であることを証明する添付文書を提出してください。当該添付書類には
、かかる規則の適用規定を言及してください。このように添付された証明
は、このフォームW-8BEN-
Eの不可欠な構成要素となり、パートXXXによる偽証罪およびその他の
証明の対象となります。

文書業務削減法通告 
このフォームに記載される情報は、米国内国歳入法を執行するために要
請されるものであり、情報の提供が義務付けられます。これらの情報は、
皆さんがこうした法律を遵守するよう徹底し、適切な額の税金を算定・徴
収するために必要です。

当該フォームに有効なOMB管理番号が表示される限り、文書業務削減
法の対象となるフォームで求められる情報を提出する必要はありません
。フォームまたは説明書に関連する帳簿または記録は、その内容が内国
歳入法の執行において重要となる可能性がある限り、保持する必要があ
ります。一般的に税務申告書および申告情報は、第6103条で要求される
とおり、機密性を帯びます。

ムの記載上、最終受益者として扱われ、ライン1で特定される必要が
あります。

ライン4
みなし事業体、パートナーシップ、自益信託または単純信託の中から
該当するボックスをチェックします。租税条約の恩恵を申請するハイ
ブリッド事業体である旨を示すボックスをチェックしてパート3を記載

ライするン必5 もあ上述の状況をます 除いて、このラインは空白のままにします。

ライン6、7、8
ライン6、7、8は、上述した個別の指示に従って記載します。
ライン9b
税務上の居住国から納税者番号を発行されている場合は、ここに記
載します。所有者の納税者番号は記載しないでください。

ライン10
この参考欄は、該当する別の源泉徴収証明書や第4章に則して提供
されるほかの書類とこのフォームW-8BEN-
Eを関連付けるために使用します。例えば、パートナーシップが租税
条約の恩恵を申請する場合は、源泉徴収義務者に情報を提供して、
このフォームW-8BEN-Eを、フォームW-
8IMYおよび所有者の第4章に則したステータスを証明するために当
該パートナーシップが提供する所有者の書類に関連付けることがで
きます。

パートIIIおよびXXXは、上述した個別の指示に従って記載する必要
があります。該当する場合は、パートIIも記載します。

外国のリバースハイブリッド事業体
外国のリバースハイブリッド事業体は、その所有者のために租税条
約の恩恵を申請しない支払に関してのみフォームW-8BEN-
Eを提出します。また、源泉徴収可能な支払を受領するときには、第4
章に則したステータスを記載する必要があります。外国のリバースハ
イブリッド事業体がその所有者のために租税条約の恩恵を申請する
場合には、申請する所有者それぞれにつき、源泉徴収明細書、フォ
ームW-8BENもしくはW-8BEN-
E（または許容される文書証拠）と共にフォームW-
8IMYを源泉徴収義務者に提出します。詳しい情報については、フォ 
ームW-8IMYおよび付随する説明書を参照してください。

該当するIGAに基づき証明書を提出する事業体

口座を保有するIGA法域内のFFIである源泉徴収義務者は、該当す
るIGAのデューデリジェンス要件を満たすために、パートIVからXXVII 
Iで示すものに加えて、第4章に則したステータスの証明を提供するこ

とができます。こうした場合には、パート 
IVからXXXIIIで要求される証明を記載する代わりに、このフォーム
W-8BEN-
Eに代替的証明書を添付することができます。ただし、以下の両方が
条件となります。（1）当該証明書は、第4章に則して、または該当する
IGAに基づき自己のステータスを正確に反映している旨を断定するこ
と。（2）源泉徴収義務者が該当するIGAに基づく参加FFIまたは登録
型みなし遵守FFIとしてのデューデリジェンス要件を満たすために当

該証明書を提供する旨の表明を当該源泉徴収義務者から書面で受
け取っていること。例えば、A国で組織化された事業体Aは、B
国のFFIに口座を保有し、B国はモデル1のIGAを発効済みだとし

ます。
B国のFFIは、B国のIGAに基づく自己のデューデリジェンスおよ

び文書要件を満たすため、B国のIGAの条件に基づく第4章のステ 

タス証明を提供するよう事業体Aに求めます
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このフォームを記入・提出するのに必要な時間は、個人の状況に応
じて異なります。平均的な見積所要時間を以下に掲げます。記帳、1
2時間40分。法律またはフォームに関する学習、4時間17分。フォー
ムの記入と送付、8時間16分。
上記所要時間の正確性やこのフォームをよりシンプルにするための
提案について、ぜひご意見をお寄せください。

ご意見は以下のサイトから送信できす。IRS.gov/FormComments 以下
宛てにご意見を送付していただくこともできます。内国歳入庁、税務フォー
ムおよび出版物部門、1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, 
Washington, DC 20224. フォームW-
8IMYはこの部署に送付せず、源泉徴収義務者に提供してください。
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